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部活動の地域移行については、昨年度より「燕市 部活動の在り方検討委員会」において検討されてい

ましたが、令和４年 12月に行われた第５回検討委員会を経て、「燕市 部活動の在り方検討委員会 提

言」が提出されました。 

この提言を踏まえて、この度「燕市 部活動の在り方に係る方針」を策定しました。方針では、燕市

の部活動の地域移行に関する考え方や、段階的な地域移行の見通しなどが示されています。概要版（A3：

４面）をあわせて配付しますので、ぜひご覧ください。 

方針では、令和５年度から休日の部活動について、一部を地域移行していくことが示されています。

令和５年１月上旬現在、令和５年度当初は、次のような形で進めることを考えています。 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 少子化の進む未来でも、燕市の子どもたちが、多様なスポーツ・文化活動が実施できる環境を作って

いきます。今後も引き続き情報を発信してまいります。 

※方針全文及び概要版については、燕市ホームページにて見ることができます。 

 （右のQRコードから該当ページを閲覧できます） 
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＊すべての部活動ではなく、一部の部活動で、地域活動を実施。 

学校顧問による指導ではなく、地域の方が指導。 

＊地域活動は、毎週実施ではなく、月１回程度から実施する。それ以外の週

は、部活動を実施。年度途中の７月以降から開始する見込み。 

＊その他の部活動については、令和５年度当初は、これまで通り、部活動を行っ

ていく。 

＊休日は、学校顧問が、部活動を実施。 

＊陸上、バスケットボール、バレーボール、バドミントンの４スポーツで分科会

を２回実施。令和５年度から開始できるように準備中。 


